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通し番号 旧公示名称 正誤後の公示名称 整理番号
6415 ブタ－１，３－ジエン重合物とアクリロニトリル・オ

キシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・メチル
＝メタクリラート・スチレン共重合物のグラフト重合
物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、
脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶である
ものに限る。）

ブタ－１，３－ジエン重合物とアクリロニトリル・オ
キシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・メチル
＝メタクリラート・スチレン共重合物のグラフト重合
物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、
脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であ
り、分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタ
クリラートの含有率が重量10％以下であるものに限
る。）

（６）－３０３４

6417 ベンジル＝メタクリラート・ヘキサデカン－１－
イル＝メタクリラート・イコサン－１－イル＝メ
タクリラート・メタクリル酸・オクタデカン－１
－イル＝メタクリラート・ナトリウム＝メタクリ
ラート・スチレン共重合物と１，６－オキシラン
－２－イル－２，５－ジオキサヘキサンのエステ
ル化反応生成物（架橋構造）（数平均分子量が
1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及
びアルカリに不溶であるものに限る。）

ベンジル＝メタクリラート・ヘキサデカン－１－
イル＝メタクリラート・イコサン－１－イル＝メ
タクリラート・メタクリル酸・オクタデカン－１
－イル＝メタクリラート・ナトリウム＝メタクリ
ラート・スチレン共重合物と１，６－ジオキシラ
ン－２－イル－２，５－ジオキサヘキサンのエス
テル化反応生成物（架橋構造）（数平均分子量が
1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及
びアルカリに不溶であるものに限る。）

（６）－３０３５


